




 ( 1)  火災予防に関すること。
 (2)  建築確認等の同意に関すること。
 (3)  開発行為に係る協議及び同意に関すること。
 (4)  消防用設備等の指導及び検査に関すること。
 (5)  防火管理に関すること。
 (6)  火災原因及び損害の調査に関すること。
 (7)  り災証明に関すること。
 (8)  火を使用する施設等の届出の処理に関すること。
 (9)  火災及び予防の統計に関すること。
(10)防火協力団体に関すること。
(11)少年消防クラブに関すること。

 ( 1)  危険物の規制に関すること。
 ( 2)  危険物製造所等の許可、 認可及び検査に関すること。
 ( 3)  危険物取扱者、 危険物保安監督者等に関すること。
 ( 4)  少量危険物及び指定可燃物の届出の処理に関すること。
 ( 5)  高圧ガス、 火薬等の保安に関すること。
 ( 6)  液化石油ガス器具、 ガス用品等の安全に関すること。
 ( 7)  危険物製造所等の事故調査及び報告に関すること。
 ( 8)  危険物等協力諸団体に関すること。

総　 務　 ・ 　 消　 防　 団　 グ　 ル　 ー　 プ

予　 防　 グ　 ル　 ー　 プ

消　 防　 救　 急　 グ　 ル　 ー　 プ

予　 防　 課

危　 険　 物　 グ　 ル　 ー　 プ

 (1)  消防業務及び救急業務に関する企画及び調整に関すること。
 ( 2)  災害の応援、 受援及び協力に関すること。
 ( 3)  救急業務の高度化推進に関すること。
 ( 4)  医療機関等との連携調整に関すること。
 ( 5)  救急業務に関する消防職員の訓練及び技術の指導に関すること。
 ( 6)  救急救命士の育成に関すること。
 ( 7)  救急に関する広報に関すること。
 ( 8)  救急統計及び救助統計に関すること。
 ( 9)  予算の調整及び執行に関すること。
(10)自動体外式除細動器の設置啓発及び使用に関すること。
(11)消防出初式及び消防操法大会に関すること。
(12)刊行物等の発行に関すること。

亀 山 市 消 防 本 部 組 織 図
(R7.4.1現在)

 ( 1)  組織、 消防行政の企画及び総合調整に関すること。
 (2)  消防施設等の整備計画に関すること。
 (3)  式典及び諸行事の企画及び運用に関すること。
 (4)  財産の管理及び処分に関すること。
 (5)  消防団に関すること。
 (6)  消防団員の身分及び諸給与に関すること。
 (7)  消防団員の災害補償、 賞じゅつ金等に関すること。
 (8)  消防職員及び消防団員の研修教養に関すること。
 (9)  消防職員及び消防団員の被服等の貸与に関すること。
(10)消防職員及び消防団員の福利厚生に関すること。
(11)消防職員の進退、 配置、 賞罰その他身分に関すること。
(12)予算の調整及び執行並びに経理に関すること。
(13)例規及び文書に関すること。
(14)表彰に関すること。
(15)公印の保管に関すること。
(16)公務証票に関すること。
(17)津市、 鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事務協議会に関す
ること。
(18)他の課の所管に属さない事項

消　 防　 総　 務　 課

予防課

情報指令課

《 　 消　 防　 本　 部　 》

警防課

各 組 織 分 掌 事 務

総務・ 消防団グループ

消防救急グループ

予防グループ

危険物グループ

情報指令第1グループ

情報指令第2グループ

消防本部

消防総務課

消
防
部
長

消防署
指揮支援グループ

消防救助第1グループ

消
防
長

関消防第1グループ

関分署
関消防第2グループ

北東消防第1グループ

北東分署
北東消防第2グループ

消
防
署
長

救急第1グループ

消防救助第2グループ

救急第2グループ

査察・ 訓練指導グループ

-18-



指　 揮　 支　 援　 グ　 ル　 ー　 プ

 (7)  防火診断、 防火指導の実施に関すること。
 ( 8)  警防に関する各種届出に関すること。
 ( 9)  車両、 機械器具、 救急用資機材等の点検及び整備に関すること。
(10)消防水利施設等の点検及び地理調査に関すること。
(11)軽易な火災の原因及び損害の調査に関すること。
(12)分署の庶務に関すること。

(1)  水火災その他災害の警戒及び防御に関すること。
(2)  救急及び救助活動に関すること。
(3)  救急指導及び応急手当の普及に関すること。
(4)  水火災及び救急業務の活動記録に関すること。
(5)  消防職員の訓練の実施に関すること。
(6)  自治会等の訓練指導の実施に関すること。

 ( 1)  災害現場における現場指揮に関すること。
 ( 2)  災害現場における各種情報の収集及び伝達に関すること。
 ( 3)  災害現場の広報に関すること。
 ( 4)  災害現場の支援に関すること。
 ( 5)  軽易な火災の原因及び損害の調査に関すること。
 ( 6)  災害出動後の活動の検証に関すること。
 ( 7)  特殊な建築物及び工作物の警防計画に関すること。

  ( 8)  特殊工作物の非常用施設に関すること 。
  ( 9)  警防査察等に関すること 。
 ( 10)消防職員及び消防団員の安全管理に関すること 。
 ( 11)消防職員及び消防団員の訓練の企画及び運用に関すること 。
 ( 12)消防技術等の向上に関すること。

消 防 救 助 第 1 、  第 2 グ ル ー プ　

消　 防　 第　 1　 、 　 第　 2　 グ　 ル　 ー　 プ

関　 分　 署　 及　 び　 北　 東　 分　 署

救 急 第 1 、  第 2 グ ル ー プ　

 ( 1)  水火災その他災害の警戒及び防御に関すること 。
 ( 2)  救助活動に関すること。
 ( 3)  水火災等の活動記録に関すること。
 ( 4)  消防職員及び消防団員の訓練の実施に関すること。
 ( 5)  自治会等の訓練指導の実施に関すること。
 ( 6)  消防水利施設等の管理、 保全及び点検及び地理調査に関す
      ること。
 ( 7)  車両、 機械器具等の点検及び整備に関すること。
 ( 8)  警防に関する各種届出に関すること。
 ( 9)  防火診断の実施に関すること。
(10)軽易な火災の原因及び損害の調査に関すること。
(11)課の庶務に関すること。

 ( 1)  救急活動に関すること。
 ( 2)  救急指導及び応急手当の普及に関すること。
 ( 3)  救急業務に係る記録に関すること。
 ( 4)  救急資器材等の点検、 整備及び運用に関すること。
 ( 5)  救急搬送証明に関すること。

査　 察　 ・ 　 訓　 練　 指　 導　 グ　 ル　 ー　 プ

 (1)  消防用設備等の指導及び検査に関すること。
 ( 2)  自治会等の訓練指導の調整及び実施に関すること。
 ( 3)  救急指導及び応急手当の普及に関すること。
 ( 4)  消防水利施設等の管理及び保全に関すること。
 ( 5)  枯草等の調査及び防火指導に関すること。
 ( 6)  防火診断の企画、 運用及び実施に関すること。

《 　 消　 　 防　 　 署　 》

警　 防　 課

情　 報　 指　 令　 第　 1　 、 　 第　 2　 グ　 ル　 ー　 プ　

情　 報　 指　 令　 課

 (1)災害情報の収集に関すること。
 ( 2)出動指令に関すること。
 ( 3)防災関係機関等との連絡調整に関すること。
 ( 4)消防通信の運用及び統制に関すること。
 ( 5)気象情報に関すること。
 ( 6)火災警報に関すること。
 ( 7)通信機器等の維持管理に関すること。
 ( 8)通信指令に係る調査研究に関すること。
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( R7.4.1現在)

三 宅 長 治 昭和53年4月2日 昭和59年3月31日 6年

下 條 繁 昭和59年4月3日 平成3年3月31日 7年

田 名 瀬 治 好 平成3年4月3日 平成7年3月31日 4年

羽 多 野 勇 喜 男 平成7年4月3日 平成11年3月31日 4年

三 宅 昭 之 平成11年4月5日 平成14年3月31日 3年

米 田 功 平成14年4月4日 平成18年3月31日 4年

竹 内 清 平成18年4月2日 平成22年3月31日 4年

渥 美 正 行 平成22年4月2日 平成26年3月31日 4年

中 根 英 二 平成26年4月2日 平成30年3月31日 4年

平 松 敏 幸 平成30年4月1日 令和6年3月31日 6年

豊 田 達 也 令和6年4月1日 現在に至る 2年

※　 昭和52年度以前は市長兼務

歴 代 消 防 長 一 覧 表

氏　 名 就任年月日 在職年数退任年月日
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81 1 24 23 16 1 16

1 1

1 1

1 1

副　 参　 事 1 1

Ｇ　 Ｌ 0

グループ員 5 1 1 2 1

消防総務課付
三重県消防学校初任科派遣

2 2

消防総務課付
病院総務課出向

1 1

消防総務課付
防災安全課出向

1 1

Ｇ　 Ｌ 0

グループ員 2 1 1

1 1

Ｇ　 Ｌ 1 1

グループ員 2 1 1

Ｇ　 Ｌ 1 1

グループ員 1 1

1 1

Ｇ　 Ｌ 2 2

グループ員 6 3 3

1 1

1 1

副　 参　 事 1 1

Ｇ　 Ｌ 4 4

グループ員 22 10 5 7

1 1

Ｇ　 Ｌ 2 2

グループ員 8 4 1 3

1 1

Ｇ　 Ｌ 2 2

グループ員 8 2 4 2

※ Gはグループの略、GLはグループリーダーの略

職　 　 員　 　 数

職 員 配 置 表
（ R7.4.1現在）

合

計

消

防

司

令

長

消

防

司

令

消

防

司

令

補

消

防

士

長

消

防

副

士

長

消

防

士

階　 　 　 　 　 級

消

防

署

情報指令第1Ｇ
情報指令第2Ｇ

消

防

本

部

課　 長

消防救急Ｇ

消
防
総
務
課

消　 防　 長

予
防
課

課　 長

予防Ｇ

危険物Ｇ

情
報
指
令
課

関
分
署

北
東
分
署

分　 署　 長

関消防第1Ｇ
関消防第2Ｇ

分　 署　 長

北東消防第1Ｇ
北東消防第2Ｇ

消　 防　 部　 長

課　 長

課　 長

消　 防　 署　 長

警
防
課

総務・ 消防団G

消防救助第1G・ 第2G
救急第1G・ 第2G
査察・ 訓練指導G

指揮支援G

階級別

所属別
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条 例 定 数 推 移 表

(R7.4.1現在)

3人

5人

7人

9人

12人

15人

17人

22人

35人

51人

62人

64人

65人

67人

71人

76人

73人

83人

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

昭和29年

昭和33年

昭和35年

昭和36年

昭和37年

昭和38年

昭和39年

昭和40年

昭和45年

昭和53年

昭和54年

平成6年

平成7年

平成8年

平成15年

平成18年

平成20年

平成24年

定数

( 人)
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消 事

防 防 務

正 司 士 吏

　 年別 監 監 長 令 補 長 長 士 員

平成１ ４年 68 1 1 4 8 19 23 11 1

平成１ ５年 70 1 1 4 8 21 22 13

平成１ ６年 71 1 1 7 8 21 22 11

平成１ ７年 73 1 1 7 9 25 18 12

平成１ ８年 74 1 2 6 7 25 18 15

平成１ ９年 76 1 1 6 8 24 17 19

平成２ ０年 73 1 1 6 7 23 16 19

平成２ １年 73 1 1 6 10 20 17 18

平成２ ２年 74 1 8 11 22 15 17

平成２ ３年 74 1 8 9 26 16 14

平成２ ４年 77 1 10 10 28 14 14

平成２ ５年 80 1 10 10 29 14 16

平成２ ６年 82 1 10 12 27 16 16

平成２ ７年 84 1 11 12 23 17 20

平成２ ８年 86 1 11 11 23 17 23

平成２ ９年 85 1 10 12 21 16 25

平成３ ０年 85 1 8 15 23 17 21

令和元年 83 1 23 20 16 5 18

令和2年 86 1 22 20 20 2 21

令和3年 85 1 20 20 18 5 21

令和4年 81 1 21 23 12 3 21

令和5年 80 1 24 19 13 3 20

令和6年 80 1 24 19 18 1 17

令和7年 81 1 24 23 16 1 16

消 防 職 員 数 の 累 年 比 較 表
（ R7.4.1現在） 　

　 　 階級別 消　 　 　 防　 　 　 吏　 　 　 員

合 消 消 消 消 消

防

令 令 士

消 消

防
防

防 防

計

防 司 司 副
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　 　 階級別

防

司 士

長 令 補 長 長

合　 計 81 1 24 23 16 1 16
平　 均 36.5 58.0 47.9 38.3 30.1 30.0 22.4
１８歳 1 0 0 0 0 1
１９歳 1 0 0 0 0 0 1
２０歳 1 0 0 0 0 0 1
２１歳 2 0 0 0 0 0 2
２２歳 4 0 0 0 0 4
２３歳 1 0 0 0 0 0 1
２４歳 4 0 0 0 0 0 4
２５歳 1 0 0 0 1 0 0
２６歳 3 0 0 0 1 0 2
２７歳 1 0 0 0 1 0 0
２８歳 5 0 0 0 5 0
２９歳 2 0 0 0 2 0
３０歳 2 0 0 0 1 1 0
３１歳 2 0 0 1 1 0 0
３２歳 2 0 0 2 0 0 0
３３歳 3 0 0 2 1 0 0
３４歳 2 0 0 2 0 0 0
３５歳 1 0 0 1 0 0 0
３６歳 2 0 0 1 1 0 0
３７歳 2 0 0 2 0 0 0
３８歳 4 0 0 2 2 0 0
３９歳 1 0 0 1 0 0 0
４０歳 2 0 0 2 0 0 0
４１歳 4 0 1 3 0 0 0
４２歳 2 0 2 0 0 0 0
４３歳 3 0 2 1 0 0 0
４４歳 4 0 3 1 0 0 0
４５歳 0 0 0 0 0 0 0
４６歳 2 0 1 1 0 0 0
４７歳 2 0 2 0 0 0 0
４８歳 1 0 1 0 0 0 0
４９歳 4 0 4 0 0 0 0
５０歳 3 0 3 0 0 0 0
５１歳 1 0 1 0 0 0 0
５２歳 1 0 1 0 0 0 0
５３歳 1 0 1 0 0 0 0
５４歳 0 0 0 0 0 0 0
５５歳 0 0 0 0 0 0 0
５６歳 1 0 0 1 0 0 0
５７歳 1 0 1 0 0 0 0
５８歳 1 1 0 0 0 0 0
５９歳 1 0 1 0 0 0 0
６０歳 0 0 0 0 0 0 0
６１歳 0 0 0 0 0 0 0
６２歳 0 0 0 0 0 0 0
６３歳 0

士

消

防

消 防 職 員 年 齢 表
（ R7.4.1現在） 　

合 消 消 消 消 消

　 年齢別

防 防 防 防

計

司 司 副

令 令 士

-24-



12 0 8 3 1 0 0

2 0 2 0 0 0 0

45 1 25 17 2 0 0

61 1 25 21 11 1 2

66 1 25 21 16 1 2

80 1 25 21 17 1 15

22 0 10 8 4 0 0

66 0 18 21 15 1 11

78 1 25 21 17 1 13

70 1 22 21 16 1 9

77 1 25 21 17 1 12

4 0 3 0 1 0 0

7 0 3 4 0 0 0

35 0 24 10 1 0 0

12 0 6 1 4 0 1

4 0 2 1 1 0 0

4 0 2 2 0 0 0

11 1 9 1 0 0 0

30 1 13 7 4 0 5

7 0 4 2 0 1 0

11 0 7 4 0 0 0

6 0 4 2 0 0 0

18 0 8 7 2 1 0

1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0二等無人航空機操縦士資格

準中型自動車免許（ ５t限定含む）

消 防 職 員 資 格 取 得 状 況 表

（ R7.4.1現在）

階級別 合

計

消
防
司
令
長

消
防
司
令

消
防
司
令
補

消
防
士
長

消
防
副
士
長

消
防
士

資格別

大型特殊自動車免許

けん引自動車免許

大型自動車免許

中型自動車免許（ ８t限定含む）

車両系建設機械運転技能資格

普通自動車免許

自動二輪車免許

危険物取扱者　

陸上特殊無線技士

小型移動式クレーン運転技能資格

玉掛技能資格

消防設備士

衛生管理者

ガス溶接技能資格

フォークリフト 運転技能資格

電気工事士

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

特定化学物質作業主任者

救急救命士

酸素欠乏・ 硫化水素危険作業主任者

予防技術資格者

危険物

消防用設備

防火査察
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　 市単独事業

○　 消防庁舎修繕

・ 亀山市消防団第9分団新所車両積載可搬ポンプ修繕

　 　 設置費補助事業 　 　 21件

○　 自治会消防用設備 ・ 消火栓ボックス等

○　 消火栓設置等工事 ・ 設置  　 2基

○　 消防団車庫修繕

○　 消防団資機材修繕

○　 車両等更新

・ 亀山市消防団第5分団池山車庫詰所床修繕

・ 亀山市消防庁舎女子浴室脱衣所改修工事

・ 北東分署電気錠操作盤バッテリー取替修繕

・ 消防庁舎ドアクローザー修繕

・ 操法用可搬ポンプ修繕

・ 亀山市消防団第2分団布気車庫ホース昇降装置修繕

令和6 年度主な 事業( 施設・ 備品整備） 一覧表

・ UPSバッテリキット 取替修繕指令課

・ 北東分署ガス交換機取替修繕

・ 北東分署電気錠2線変換アダプタ取替修繕

主　 な　 事　 業　 名

・ 高規格救急車更新

・ 第3分団　 三寺車庫 小型動力ポンプ付軽積載車更新

　 緊急防災事業

○　 防火水槽設置

内　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 容

・ 菅内地内防火水槽新設工事
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